
スカラネット・パーソナルの表示について

●多子世帯に該当しない場合 ●多子世帯に該当する場合

給付奨学金の資産基準超過 5,000万円～3億円未満

多子世帯に該当しない場合、「資産要件」欄に「×※1」が

表示されることはありません。

※収入基準や資産基準の詳細は以下のページを参照してください。

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/saiyochu/kyufu/tekikaku_kakei/shienkubun.html#kakeikijyun

多子世帯判定/

理工農系判定（Ⅳ区分のみ）

多子世帯に該当しない

多子世帯に該当する

多子世帯に該当しない

多子世帯に該当する

Ⅰ 給付奨学生と生計維持者の市区町村民税所得割が非課税

具体的には給付奨学生と生計維持者の支給額算定基準額が100円未満

収入基準

ー（停止）

Ⅲ（多子）

Ⅲ

Ⅱ（多子）

Ⅱ

Ⅰ（多子）

スカラPSでの表示

【支援区分】

多子世帯

ー

Ⅳ（理工農）

Ⅳ（多子）

スカラPSでの表示

【資産要件】

スカラPSでの表示

【資産要件】

給付奨学生と生計維持者の支給額算定基準額の合計が

100円以上25,600円未満

給付奨学生と生計維持者の支給額算定基準額の合計が

154,500円以上

給付奨学生と生計維持者の支給額算定基準額の合計が

51,300円以上154,500円未満

給付奨学生と生計維持者の支給額算定基準額の合計が

25,600円以上51,300円未満

資産基準
給付奨学生と生計維持

者の資産額の合計

多子世帯に該当しない

多子世帯に該当する

多子世帯に該当する

資産基準
給付奨学生と生計維持者

の資産額の合計

多子世帯に該当しない

多子世帯に該当する

多子世帯に該当しないが、私立理工農系に該当する

多子世帯に該当しない、かつ私立理工農系に該当しない

5,000万円未満
給付奨学金及び授業料等減免の

資産基準内
－－ 5,000万円未満

給付奨学金及び授業料等減免の

資産基準内

3億円以上
給付奨学金及び授業料等減免の

資産基準超過
×※2

×※1
×※2

給付奨学金及び授業料等減免の

資産基準超過
5,000万円以上

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/saiyochu/kyufu/tekikaku_kakei/shienkubun.html#kakeikijyun


詳細情報画面→奨学生番号ごとの詳細情報→支援区分適用履歴の適用開始年月 2026/10 の支援区分を確認

II

19,500 円

2023年04月～2027年03月

スカラネット・パーソナルで 支援区分を確認 する方法

スカラネット・パーソナルで確認

https://scholar-ps.sas.jasso.go.jp/mypage/

１ 新規登録時にご自身で決めた

IDとパスワードを入力

分からない場合▼ 下のボタンから再設定してください

２ 奨学生番号を入力

参考：10月9日以降の画面例

アカウント未登録の場合▼新規登録から行ってください

▼【最新の支援区分】は

画面下の支援区分適用履歴欄で

適用開始年月が2026/10の

支援区分と資産要件の欄を確認してください。

支援区分が確定すると随時更新されます。

※２０２6/１０以降の支援区分見直しが完了していない場合、

【最新の支援区分】が表示されていません。

以下に表示されている情報は 、 2026 年09月04日現在のものです 。

※ 給付奨学金情報欄 は（支援区分欄も） 更新前です

10月９日（振込日）に更新されます

II 2026/09/042026/10 202 7/09

202 5/09/04202 5/10 202 6/09

４ 【最新の支援区分】を確認

※支援区分適用履歴欄は決定次第更新されます

３ 「詳細情報」を選択

給付奨学金情報欄も更新後の状態になります

II 2026/09/042026/10 202 7/09

202 5/09/04202 5/10 202 6/09



⇒支援区分の表示にかかわらず、資産要件が「✖※1」又は「✖※2」と表示されている場合は、給付奨学金は2026年10月から振込されません。

▶例１ 資産要件 が ×※1　又は　×※2 の場合 : 支給はありません

II（多子）

202 5/10

202 6/10

202 6/09

202 7/09

202 5/09/02

202 6/09/04×※1

10月9日以降の画面例支援区分決定後、10月8日までの画面例

〈「資産要件」欄の値〉

・｢－｣ ：給付奨学金及び授業料等減免の資産基準内

・｢×※1｣ ：給付奨学金の資産基準を超過

・｢×※2｣ ：給付奨学金及び授業料等減免の資産基

準を超過

｢×※1｣又は｢×※2｣が表示されている場合、「支援

区分」欄の表示にかかわらず、給付奨学金の振込み

はありません。

以下に表示されている情報は 、 2026 年09月04日現在のものです 。

2023年04月～2027年03月

給付奨学金情報＝更新前

支援区分適用履歴＝更新後

II（多子）

202 5/10

202 6/10

202 6/09

202 7/09

202 5/09/02

202 6/09/04×※1

以下に表示されている情報は 、 2026 年10月09日現在のものです 。

2023年04月～2027年03月

Ⅱ（多子）

0円

給付奨学金情報＝更新後

資産要件「×※１」の場合、状態は「給付」でも、

給付月額が０円のため

給付奨学金の振込みはありません。

授業料等減免のみ支援対象となります。

【参考】

資産要件「×※２」の場合、状態は「休・停止中」と

なり、給付奨学金の振込みはありません。

授業料等減免も支援対象外です。



⇒資産要件の表示にかかわらず、支援区分が「Ⅳ（理工農）」又は「多子世帯」と表示されている場合は、給付奨学金は2026年10月から振込されません。

▶例２ 支援区分 が Ⅳ（理工農）多子世帯 の場合 : 支給はありません

多子世帯 －

0円

多子世帯

給付

多子世帯 －

10月9日以降の画面例支援区分決定後、10月8日までの画面例

給付奨学金情報＝更新前

支援区分適用履歴＝更新後

給付奨学金情報＝更新後

支援区分が「Ⅳ（理工農）」「多子世帯」の場合、

状態は「給付」でも、給付月額が０円のため

給付奨学金の振込みはありません。

授業料減免のみ支援対象となります。

202 5/10 202 6/09

多子世帯 －

202 5/10 202 6/09

202 6/10 202 7/09 2026/10 202 7/09

2023年04月～2027年03月

202 6/09/04 202 6/09/04



⇒資産要件の表示にかかわらず、支援区分が「－（停止）」又は「－」と表示されている場合は、給付奨学金は2026年10月から振込されません。

▶例３ 支援区分 が －（停止）　－　 の場合 : 支給はありません

ー（停止） －

29,200円

多子世帯

休・停止中

ー（停止） －

10月9日以降の画面例支援区分決定後、10月8日までの画面例

給付奨学金情報＝更新前

支援区分適用履歴＝更新後

給付奨学金情報＝更新後

支援区分が「－（停止）」「－」の場合、状態は

「休・停止中」となり、2026年10月以降の

給付奨学金の振込みはありません。

授業料等減免も支援対象外です。

ー（停止）

202 5/10 202 6/09 202 5/10 202 6/09

202 6/10 202 7/09 202 6/10 202 7/09

2023年04月～2027年03月

202 6/09/04 202 6/09/04


